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中部産業遺産研究会規約

第１章 総則

（名称）

第１条 本会は中部産業遺産研究会 （英文名称：THE CH

UBU SOCIETY FOR THE INDUSTRIAL HERITAGE）と称する。

略称は「中部産遺研」と称する。

（事務局）

第２条 本会は事務局を設け、会の運営の円滑化に努め

る。

（年度）

第３条 本会の年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３

月３１日に終わる。

第２章 目的および事業

（目的）

第４条 本会は、産業遺産の調査研究と保存、および関

連分野の研究とその普及、発展をはかることを目的とす

る。

（事業）

第５条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事

業を行う。

１）定例研究会、講演会、見学会などの開催

２）会報、電子メール版会報、研究会誌の発行

３）ウェブサイトによる研究会情報の公開

４）その他、本会の目的達成のために必要な事業

第３章 会員および会費

（会員）

第６条 会員は本会の目的に賛同する個人ならびに法人

とする。個人会員の内、学生は学生会員とする。

（入会）

第７条 本会に入会するには、所定の申込書によって申

し込む。入会時、当該年度の年会費を納入する。

（会費）

第８条 会費として個人会員は年額４０００円を納入す

る。学生会員は年額２０００円を納入する。

名誉顧問は、会費を免除する。

法人会員は１口１万円とし、１口以上の申し込み口数

相当分を納入する。

２．会員は、会報、電子メール版会報、研究会誌に投稿

すること、その配布を受けること、および本会の催す各

種会合に参加することができる。

会報、電子メール版会報および研究会誌「産業遺産

研究」は会費に含まれる。

（会員資格の喪失）

第９条 会員は、次によりその資格を失う。

１）退会 ２）死亡 ３）除籍

２．会費滞納３年以上の会員は除籍とする。

３．本会の倫理要綱に著しく抵触した行為あるとき、

役員会の議決を経て、該当者を除籍することができる。

（退会）

第１０条 会員が退会する場合は、会長または事務局長

に申し出る。

第４章 役員

（役員の種類と選出、任期）

第１１条 本会には、次の役員をおく。

名誉顧問 若干名

顧 問 若干名

会 長 １名

副 会 長 若干名

事務局長 １名

事務局次長 １名

（必要に応じて置くことができる）

会計監査 ２名

筆頭の幹事 若干名

第１２条 役員の選出方法は、会員の互選とし、総会に

おいて会員の中から選出する。

２．名誉顧問・顧問は、会長、副会長経験者とし、会の

運営について助言する。

３．任期途中での役員の辞任、選出については、定例研

究会において出席者の承認を受けなければならない。

第１３条 役員の任期は２年とする。ただし再任をさま

たげないが、会長、事務局長、会計、会計監査について

は原則として連続３期６年までとする。

（役員の職務）

第１４条 会長は会務を総括し、総会および役員会を召

集する。

２．副会長は、会長を補佐し、その職務を代行すること

ができる。

３．事務局長は、研究会活動に関わる事務的事項を総括

し、幹事会を招集する。事務局次長は事務局長を補佐し、

その職務を代行できる。

４．幹事は、次の分掌(別の組織図に示す事項)を担当す

る。

１）会計・書籍、２）企画、３）広報、４）編集、

５）シンポジウム、６）パネル展、７）国際担当

幹事は必要に応じて委員を選任できる。

その他、本会の活動に必要な幹事をおくことができる。

５．会計監査は、研究会の会計、資産管理について監査

する。

第５章 役員会、幹事会および委員会

（役員会）

第１５条 役員会は名誉顧問、顧問、会計監査を除き、

会長、副会長、事務局長、事務局次長および各筆頭の幹

事で構成し、会の運営および総会への提案事項について

審議する。

２．役員会は、必要に応じて電子メール会議とすること

ができる。

３．役員会の定足数は、構成員の３分の２以上とする。

書面または、電子メールで事前に意志表示したものは、

定足数に含めることができる。

（幹事会）

第１６条 幹事会は、事務局長、事務局次長と各分掌の

筆頭の幹事で構成し、必要に応じて他の幹事および委員

長を加えることができる。幹事が複数の分掌では、幹事

会に出席する筆頭の幹事をあらかじめ互選して定める。

２．幹事会の定足数は、構成員の３分の２以上とする。

書面または、電子メールで事前に意志表示したものは、

定足数に含めることができる。
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３．幹事会は、必要に応じて電子メール会議とすること

ができる。

４．幹事会は定例で開催し、役員会への提案事項および

会の運営上の課題、活動方針などについて審議する。幹

事会の審議事項については、会長、副会長並びに定例研

究会で報告する。

（委員会）

第１７条 委員会は、必要に応じて設置し、委員長をお

く。

２．委員長および委員の任期は委員会において定める。

３．委員会の設置および廃止については役員会で決める。

４．委員会の審議事項については、定例研究会で報告す

る。

第６章 総会

（総会）

第１８条 総会は本会の最高決定機関であって、毎年１

回、年度始の定例研究会の時、開催する。必要に応じて

臨時総会を開くことができる。

第１９条 次の事項は、役員会で審議し、総会に提出し

てその承認を受けなければならない。

１）事業報告および決算

２）会計監査報告

３）事業計画および予算

４）役員選出

５）その他

（総会の定足数）

第２０条 総会は、会員総数の１０分の１以上の出席に

よって成立する。

（総会の議決）

第２１条 総会の議事は、第２５条の場合を除いて、出

席会員の過半数で決める。

第７章 会計および資産管理

（運営経費）

第２２条 本会の経費は、会費、事業収入および寄附金

でまかなう。

（会計年度）

第２３条 本会の会計年度は、毎年４月１日にはじまり、

翌年３月３１日に終わる。

（会計資産管理規則）

第２４条 会計および資産管理については、別に「会計

資産管理規則」および「資産管理規則」を定める。

第８章 規約の変更

（規約の変更）

第２５条 この規約を変更するのに、総会において出席

者の３分の２以上の同意を得なければならない。

［付 則］

（1）本会則は1994年5月8日から実施する。

（2）1996年6月2日、第11条改正。

（3）1997年5月11日、第11条改正。

（4）2000年5月28日､第5条､第7条､第8条改正｡

（5）2002年5月26日､第7条､第10条､第11条改正｡

（6）2004年5月23日､第1条、第8条、第10条から第20条ま

でおよび第26条を改正｡

（7）2014年5月25日、各条に名称を追加、第3条から第17

条まで、および第26条を改正。条文番号を通し番号に付

け替える。

(8)改正した規約は、2014年5月25日から実施する。

(9)規約は、一部改正して2015年5月17日から実施する。

(10)規約は、一部改正して2016年5月29日から実施する。
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